
　町では、冬の間、各自治会の集
落内の移動のための通路が確保で
きるよう、除雪機購入補助金制度
を設けています。
　この制度では、自治会が除雪機
を購入する際にその購入費用の一
部を補助するものです。今年度制
度を利用される場合、予算に限り
があります。必ず事前にご相談く
ださい。
【除雪機購入補助金交付制度】
内容　除雪機購入に必要な費用に
対し、補助金を交付します。
補助金額　必要な費用の２分の１

（上限 25 万円）※１自治会に対し、
年度あたり 1 台が上限です。
補助金対象経費　対象となるの
は、以下のとおりです。
▼除雪機（本体）▼除雪機本体の
専用付属部品▼除雪機本体の専用
付属カバー▼購入の際に発生する
運搬・設定手数料
問合せ先　役場総務課　担当　宮
本（電話 72-0331）

　マイナンバーカードの休日窓口
を開設します。
日時　11 月 12 日（ 日 ） 午 前 9
時～午前 11 時 30 分
場所　役場住民課
内容　マイナンバーカードの交付

および申請補助
申込み　2 日前までに予約が必要
です。窓口または電話にてお申し
込みください。
備考　▼平日昼間・休日窓口での
手続きができない人は、ご相談く
ださい。▼自治会やグループ活動
などへの出張申請も随時受け付け
ています。詳しくは下記までお問
い合わせください。
申込みおよび問合せ先　役場住民
課　担当　稗田（電話 72-0333）

　スーパーフード「青パパイヤ」
を使用したオリジナルレシピを募
集します。
コンテスト名　「第 1 回奥ひの青パ
パイヤ料理コンテスト in 日野町」
応募資格　プロ・アマチュア問わず
応募方法　申請書に必要事項を記
載のうえ、役場産業振興課へ提出
してください。申請書は町ホーム
ページからダウンロード、または
役場産業振興課で配布しています。
応募締切　11 月 17 日（金）午後
5 時まで
その他　最優秀賞 1 点、優秀賞 2
点に選ばれた方には、日野町特産
品を贈呈します。
問合せ先　役場産業振興課　担当
　中田（電話 72-2101）

　日本風力エネルギー株式会社で
は、日野町を含めた 4 つの町の山
林を利用した風力発電事業を計画
しています。
　この度、計画の概要と進捗など
について、日野町の住民の皆様向
けの事業説明会を開催します。
日時・場所　▼ 11 月 18 日（土）
午前 10 時～正午、日野町公民館
▼ 11 月 18 日（土）午後 3 時～
午後 5 時、日野町山村開発セン
ター
内容　▼当日は、事業者および専
門家による事業説明を行います。
内容は午前・午後とも同じです。
▼日野町住民の方であれば、午前
の部・午後の部どちらか 1 回、ど
なたでも参加できます。関心のあ
る日野町民の方は、この機会にご
参加ください。
問合せ先　日本風力エネルギー株式
会社鳥取西部事業所（電話 0859-
21-9970）

　年金受給に関する個別相談会を
開催します。
日時　11 月 22 日（水）午前 10
時～正午
場所　山村開発センター　小会議室
申込み　予約制にて対応します。
マイナンバーまたは基礎年金番号
をご準備のうえ、米子年金事務所
までご連絡ください。
主催　日本年金機構米子年金事務所
予約および問合せ先　米子年金事
務所（電話 0859-34-6111 ①→②）
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風力発電事業説明会を
開催します

予防接種はインフルエンザの重症化や流行を防ぐといわ
れています。効果が出るまで２週間程度かかりますので、
早めに接種をしましょう。
また、町ではインフルエンザ接種費用の助成を行ってい
ます。詳しくは広報ひの 10 月号をご覧ください。
問合せ先 / 町健康福祉センター（電話 72-1852）

インフルエンザ
予防接種はお早めに

年金受給個別相談会を
開催します

【産業振興課からのお知らせ】【産業振興課からのお知らせ】

第1回奥ひの青パパイヤ料理
コンテスト in日野町開催！



【11月 9日は「119 番の日」】
▼通報時は、落ち着いて係員の質
問に答えてください。いざという
時に備えて、電話のそばに住所、
名前、電話番号を記入したメモを
準備しておきましょう。
▼携帯電話からの通報は、災害現
場の地点特定に時間を要すること
があります。その場合は、付近の
目標となる建物や住居表示などを
確認してお伝えください。
【Net119緊急通報システムについて】

　Net119 緊急通報システムは、
音声による 119 番通報が困難な
聴覚・言語機能障がいのある人が
スマートフォンやタブレットなど
のインターネット機能を利用して
消防への緊急通報を行えるシステ
ムです。詳しくは、西部消防局ホー
ムページをご覧ください。

【令和 5年秋季全国火災予防運動
の開催】
防災標語：「火を消して　不安を
消して　つなぐ未来」
実施期間：11 月 9 日（木）～ 11
月 15 日（水）
　この時期はストーブなどの暖房
器具の使用が増えてきます。暖房
器具は使用する前に点検を実施
し、正しく使って火災が発生しな
いようにご注意ください。
問合せ先　鳥取県西部広域行政管
理組合消防局予防課（電話 0859-
35-1954）

　全国の法務局では、下記の日程
で全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間を実施します。
　この週間は、夫やパートナーか
らの暴力やストーカーなど、女性
をめぐるさまざまな人権問題の解

決を図るため、人権相談活動を強
化することを目的としています。
一人で悩まず、相談してください。
秘密は守ります。
期間　11 月 15 日（水）～ 21 日（火）
受付時間　▼平日：午前 8 時 30
分～午後 7 時▼土日：午前 10 時
～午後 5 時
相談電話番号　0570-070-810
問合せ先　鳥取県人権擁護委員連
合会事務局（電話 0857-24-5678）

　鳥取県司法書士会では、次のと
おり相談会を開きます。
日時　11 月 15 日（ 水 ） 午 後 2
時～午後 4 時（前日までに要予約）
場所　米子コンベンションセン
ター　第 2 会議室
内容　▼相続▼不動産登記▼会社・
法人登記▼成年後見▼多重債務など
予約および問合せ先　鳥取県司法
書士会（電話 0857-24-7024）
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全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間

『無料法律相談会』開催

▶身体的虐待…

▶性的虐待……

▶ネグレクト…

▶心理的虐待…

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、
溺れさせる　など
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にす
るなど
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置する、
病院に連れて行かない　など
「生まれてこなければよかった」などの言葉の暴力、きょうだい間の差別、
無視する、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（面前DV）

《児童虐待とは…》

西部消防局からのお知らせ

【そのほかのお知らせ】【そのほかのお知らせ】
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オレンジリボンは子ども虐待
防止のシンボルマークです

《親子のための相談 LINE》（匿名可能・秘密厳守）

子育てや親子関係の不安や悩み、イラ
イラに、専門の相談員が対応してくれ
ます。

《しつけ？体罰？
これってどっち？》

特設サイトで
チェック

児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間11 月は です。

相談方法

児童虐待は、社会全体でかかわり解決していくべき問題です。

《相談・通告・問合せ先》
（匿名可能・通話無料・秘密厳守）

★児童相談所虐待対応ダイヤル 電話189
★米子児童相談所 電話 0859-33-1471
★役場健康福祉課 電話 0859-72-0334

あれ？

と思ったら まずは連絡！情報提供や相談を！まずは連絡！情報提供や相談を！



～「来て、見て、ふれて」みんな笑顔で生涯学習～

◆駐車場のご案内◆
黒坂郵便局駐車場、カワコ公園、社会
福祉協議会横土手、島田薬品駐車場

開催日： 11月 25 日（土）・26 日（日）
午前 9時～午後 3時

場　所： 町公民館（日野町黒坂 1243-1）

テント村テント村
★シイタケ・野菜などの販売
　（日野町椎茸生産組合）
★野菜販売（黒坂野菜クラブ）
★野菜などの販売（日野高校）

★セルプひのによるバザー
★おしどり作業所喫茶コーナー

★セルプひのによるバザー
★おしゃべりカフェ
★ひのぼらねっとによるぜんざい
　等の販売

午前 9 時～正午

セルプひの、町青少年育成会、山本照夫、生田洋子、町更生保護女性会、
さつき盆栽愛好会、黒坂地区自主防災委員会、黒坂鏡山城下を知ろう会、
町図書館、町赤十字奉仕団、町交通安全女性会、陶芸グループ、ひのっ
こ保育所、放課後子ども教室、下榎隣保館、おしどり学園写真グループ、
男女共同参画推進会議ひの

★明治安田生命　血管年齢測定・
　ベジチェック（野菜摂取量推定）

場所：会議室

★陶芸教室
午前 9 時～正午

場所：創作室

参加費：1,000 円（小学生以下 500 円）
講　師：陶芸グループ
※参加申込みは 11 月 15 日（水）までに町公民館

（電話 74-0212）へ

★町図書館　おはなし会
午前 11 時 30 分～正午
場所：図書室

★日野町交通安全女性会・黒坂警察署

午前 10 時～午前 11 時 30 分　場所：講堂

★日野町赤十字奉仕団
　　講座　救命救急講習
午後 1 時 30 分～午後 3 時　
場所：講堂

★ご来場で受付票に記入した人の中から、
抽選で 56人に景品が当たります！
（お楽しみ抽選会はありません）

日野町生涯学習
まちづくり大会

時間：午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分
内容：▼「家庭の日」作品表彰・発表
▼実践発表①
　■「みんなどう思ってる？日野町のサギ」
　　　日野学園 4 年　吉岡拓真さん
　■「暮らして分かる　魅力大発見」
　　　日野学園８年　時任ゆずり葉さん
▼実践発表②
　■「黒坂フェスタがめざすもの」
　　　黒坂フェスタの会代表　梅林敏彦さん

相談相談
コーナーコーナー

バザーバザー
などなど

教室・教室・
講座など講座など

25日
（土）

26日
（日）

25日
（土）

25日
（土）

26日
（日）

25日
（土）

25日
（土）

25日
（土）

25日
（土）

26日
（日）

講座　自転車の乗り方

25日
（土）

26日
（日）

グループグループ
展示展示

第
23
回
公民館まつり

★行政相談



ひのっこ保育所入所児童募集ひのっこ保育所入所児童募集  
【令和６年度　保育所入所申し込みを受け付けます】
ひのっこ保育所への入所を希望する児童の入所申し込みを次のとおり受け付けます。

１１月 1 日（水） ～ １１月 30 日（木）●受付期間

●入所基準 保護者および同居の親族などが次のいずれかの事情にあり、「保育の必要性認定」を受けた児童
① 1 カ月に 48 時間以上仕事をしている
②妊娠中または出産後間もない　③病気やけが、または心身の障がいがある
④親族の介護・看護にあたっている　⑤災害復旧にあたっている
⑥求職活動中　⑦学校に在学している、または職業訓練を受けている
⑧ DV や児童虐待のおそれがある　⑨そのほか特別の事情があると認められる場合

●申込手続 申込書類を町教育委員会またはひのっこ保育所で受け取り、次の書類を町教育委員会へ
提出してください。

①支給認定兼施設利用申請書（マイナンバーの記入が必要です）
②保育が必要な理由を証明する書類
　【例】就労している人…就労証明書　　　妊娠中・出産後の人…母子健康手帳の写し
　　　  病気・けがをしている人…診断書

●入所決定 保育所への入所基準の適否などを確認した後に決定し、結果を通知します。

●保  育  料 令和 2 年 4 月 1 日より、日野町在住の人は第一子から保育料全額免除となりました。
（副食費も徴収しません）。
※ただし、個人で使用するもの、保護者会費などは実費徴収となります。

●そ  の  他 年度途中での入所は、保育所の入所状況により受け入れが決まります。
その場合、令和 6 年 4 月 1 日現在の年齢での受け入れとなります。

●問  合  せ ひのっこ保育所　担当　宇田川（電話 72-0238）
町教育委員会　担当　大岩（電話 72-2107）

ひのっこ保育所（津地 690 番地）●募集児童
▼定員　90 人
▼開所時間：平日＝午前 7 時 30 分～午後 6 時 15 分、土曜日＝午前 7 時 30 分～午後 5 時 15 分
▼保育時間：平日＝午前 8 時～午後 4 時、土曜日＝午前 8 時～午後 5 時
※ 1 日 8 時間が原則的な保育時間です。ただし、1 歳以上で家庭の状況によっては、開所時間の範囲
で必要な時間に利用できます。
▼対象児童（令和 6年 4月 1日現在の年齢）

《3 歳未満の子ども》 ◉ぱんだ組（2 歳児） ：令和 3 年 4 月 2 日～令和 4 年 4 月 1 日生まれ
◉うさぎ組（1 歳児） ：令和 4 年 4 月 2 日～令和 5 年 4 月 1 日生まれ
◉ひよこ組（0 歳児） ：令和 5 年 4 月 2 日～令和 5 年 9 月 30 日生まれ

◉う　め組（年長児）：平成 30 年 4 月 2 日～平成 31 年 4 月 1 日生まれ
◉さくら組（年中児）：平成 31 年 4 月 2 日～令和 2 年 4 月 1 日生まれ
◉も　も組（年少児）：令和 2 年 4 月 2 日～令和 3 年 4 月 1 日生まれ

《3 歳以上の子ども》

※マイナンバーを記載した申請書類を提出する場合、本人確認が必要となります。
マイナンバーカードや運転免許証（写真のついた証明書）など、本人確認ができるもの
をお持ちください。


